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民 生 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年１１月１１日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　１時３６分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 嶋野浩一朗  委　　員 本保加津枝

委　　員 上村高義  委　　員 弘　　豊  委　　員 山崎雅数 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

生活環境部長　水田和男 同部次長兼自治振興課長　杉本正彦

保健福祉部長　佐藤芳雄 同部理事　福永冨美子

同部次長兼地域福祉課長　登阪　弘　　同部参事兼国保年金課長　堤　　守

同部参事兼健康推進課長　阪口　昇 同部参事兼こども育成課長　稲村幸子

地域福祉課参事兼地域包括支援センター長　川口敦子 生活支援課長　東澗順二

障害福祉課長　吉田量治 介護保険課長　山田雅也 国保年金課参事　寺田　博

健康推進課参事　前野さゆみ

１．出席した議会事務局職員
事務局長　野杁雄三 同局参事　池上　彰

１．審査案件（審査順）

議案第４９号　平成２１年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分

議案第５１号　平成２１年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５２号　平成２１年度摂津市老人保健医療特別会計補正予算（第１号）

議案第５３号　平成２１年度摂津市介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第６３号　摂津市立みきの路条例の一部を改正する条例制定の件

議案第５７号　摂津市公の施設における暴力団の排除に関する条例制定の件
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（午前１０時　開会）

○森西正委員長　ただいまから民生常任

委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　師走、何かと慌ただしくなってまいり

ましたが、そんな中、本日は、民生常任

委員会をお持ちいただきまして、大変ご

苦労さまでございます。

　本日の案件は、平成２１年度の摂津市

一般会計補正予算の所管分ほか５件につ

いてご審査をいただきますけれども、何

とぞ慎重審査の上、ご可決賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、山崎委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　異議なしと認め、その

ように決定します。

　暫時休憩します。

　　（午前１０時１分　休憩）

　　（午前１０時２分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第４９号所管分の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　議案第４９号の一般会計補

正予算について、数点お聞きしたいと思

います。

　最初に、１２ページの社会福祉費の目

７、障害福祉費ですが、障害福祉サービ

ス費等の給付費で９，５００万円の増と

いうのが出ています。これは自立支援法

のもとでの小規模作業所など、施設制度

の体系が移行したことにかかわって、ま

た、介護報酬の単価変更をしたこと等と

いうふうにも伺っていますが、少し詳し

く、この際ですのでご説明いただけたら

と思っております。

　それから、１４ページ、生活保護費の

目２、扶助費でありますが、これも今回

は議案の説明の中でもありましたが１億

８，１００万円の増ということで、大き

く膨れています。昨今の厳しい景気の動

向も反映していることかと思われますが、

新たな保護の受給者数の推移、また相談

件数なども大変多くなっているかと思い

ます。そのあたりについて、数字的なと

ころで少しお聞かせいただけたらと思い

ます。

　続いて、同じページ、保健衛生費の目

２番、予防費の委託料でありますが、こ

れは女性特有のがん検診ということの部

分ですが、保健センター横のバスの実施

分に係る委託料かと思います。この間の

動向、子宮がん検診のところでは今回補

正でふえて、乳がん検診の方では減額と

なってますけれども、その実施状況の中

身についてなどを教えていただきたいと

思っております。

　以上、３点についてお願いします。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、障害福

祉サービス費の給付費の補正について、

お答えさせていただきます。

　弘委員からご指摘ございましたように、

３点、主な内容がございまして、１点目

としましては、平成２１年４月の給付費

の５％の改正でございます。

　２点目といたしましては、ご指摘のあ
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りましたように、福祉作業所等が、この

平成２１年の４月に、この給付費の方に

移行いたしまして、市内８作業所のうち

６か所が、この４月１日に、あと１か所

が１０月１日に移行した分が給付費とし

て利用されている分でございます。

　３点目といたしまして、この後ご審議

いただくみきの路の条例改正でございま

すが、みきの路がこの１月１日に移行予

定しておりますので、その分が給付費と

してふえるということで、今回補正とし

て上げさせていただいた内容でございま

す。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　それでは、予算

書１４ページ、１５ページにわたります、

予防費、がん検診の実施状況につきまし

て、今回お願いをいたしております補正

に関連をいたしまして、ご説明をさせて

いただきます。

　まず、子宮がん検診でございますが、

今回、４５３万９，０００円の増額をお

願いいたしておりますけれども、実施状

況にも関連をいたしますので、子宮がん

検診の実施場所等について、まずご説明

をさせていただきます。子宮がん検診に

つきましては、委員ご指摘の保健センター

での、財団法人大阪がん予防センターに

よります検診バスでの検診、それと市内

の１医療機関における個別医療機関での

個別検診と、この二とおりがございまし

た。この体制というのは、平成２０年度

まででございました。今年度につきまし

ては、それまでの市内１医療機関と検診

バスによる検診のほかに、これは特に医

師会のご協力をいただきまして、茨木市

と吹田市のそれぞれ１５、合計しますと

３０の医療機関でも個別検診ができると

いったことで、受診場所・機会の拡大を

今年度図らせていただきました。それで、

今年度の実施状況ということになるんで

すけれども、本年度特に、今回補正をお

願いいたしておりますところでございま

すが、６月に国の方で、女性特有のがん

検診推進事業ということが制度設計なさ

れまして、急遽私どもも８月に、いわゆ

る節目検診の方の受診費用を免除すると

いう制度でございますが、これの取り組

みを始めまして、いわゆる無料クーポン

券による受診が可能な体制を整えており

ます。その結果、１，１６０名の方が上

半期で受診をされております。この受診

者数と申しますのは、平成１９年度の受

診者数とほぼ上半期で同数を達成といい

ますか、受診されています。

　今年度の見込みといたしましては、お

よそ１１月以降１，４００人ほど見込み

まして、その不足額と申しますか、受診

費用につきまして、今回４５３万９，０

００円の増額をお願いしているというと

ころでございます。

　それと、乳がん検診でございます。乳

がん検診につきましても、私どもバス検

診による検診ということでございます。

乳がん検診につきましては、検診方法が、

マンモグラフィとドクターによる指触診

に限られております。市内では、ご承知

のように、残念ながらマンモグラフィを

備えた医療機関がございませんので、こ

ちらの方は検診車による検診に限定され

てしまっております。今年度、先ほど申

しました女性特有のがん検診推進事業の

取り組みをいたしまして、検診回数の増

ということを委託先に申し入れましたが、

年度途中での増車というのはなかなか難

しく、最終的には年間２５日間の受診機

会を確保いたしました。今回、補正をお

願いするに当たりまして、がん検診の推

進事業の取り組みで、受診率は年度後半

からは向上しているんですけれども、な
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かなか年度前半で定員に満たない日がご

ざいました。その満たなかった分につい

ては、当然委託料が余ってきますので、

その分を今回補正をお願いしているとい

う状況でございます。

　それで、１１月以降の受診状況につき

ましては、クーポン券の交付というのが

功を奏しているかと思うんですけれども、

１月いっぱいの検診の予約まで、今既に

申し込みが定員いっぱいという状況でご

ざいます。

　平成２０年度１，３４７名という受診

者でございましたので、今年度のクーポ

ンの無料券の配布による効果というのが

得られるのではないかと思っております。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護の現状に

ついて、お答えいたします。

　委員ご指摘のとおり、昨年秋以降の経

済状況の悪化に伴い、生活保護世帯数は

著しく増加しています。

　具体的な状況では、平成２１年３月末

の保護世帯数が７８０世帯でしたが、平

成２１年１０月末の段階で８１世帯増加

し、８６１世帯となっております。この

間の増加率は１０．４％です。保護率で

見ますと、１２．４６‰から１４．６６

‰に増加しております。

　相談件数につきましても、昨年の秋以

降大きく伸びておりまして、昨年度月平

均で６１件でしたが、今年度に入りまし

て、今現在、７月までしか集計できてい

ませんが、平均で９９件の相談件数があ

るような形になってます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　それではまず、障害福祉費

の部分ですけれども、自立支援法ができ

て、この間やはり当事者の中でのいろい

ろな不安や、また制度の中で軽減措置を

とってくる中での今の状況かなというふ

うに認識しています。摂津市でもこの間、

独自の運営補助というようなことも実施

される中で、今年度のそうした福祉作業

所の制度移行にもつながってきているの

かなというふうにも思っています。そう

した意味では、本当に今、軽減措置の中

で、自立支援も自己負担の上限は決まっ

てますけれども、これはそもそものとこ

ろからいえば、当事者が当たり前の生活

をしていく面で、本当に負担があるのは

どうかというふうなことも言われてます

し、この間進められている幾つかの地方

におきます違憲訴訟、そうしたものもあ

る中で、今、政権交代の中では、自立支

援法そのものを廃止して新しい制度にと

いうふうな動きになっております。摂津

市といたしましても、そうした中での今

後の見通しといいますか、そういうもの

をどのように持たれているのか、また摂

津市における今後の課題みたいなものに

ついて、何かお考えのこと等ありました

ら、この際ですのでお聞かせいただけた

らというふうに思います。

　特に生活保護費の問題でありますが、

この年度当初、昨年度末で７８０世帯が、

現在８６０世帯と大きくふえているとい

うふうなことであります。本当にこの間、

相談の窓口の仕事の方も、月平均６１か

ら９９ということでありますから、大変

な量になっているかというふうにも認識

していますが、それだけやはり市民生活

も大変な現状ということで、この点につ

いては、担当課の方からまた来年度予算

に向けて等々、声も上げていく必要があ

るのかなというふうに思っています。

　またあわせて、この間の動きの中で、

ハローワークにおけるワンストップ・サー

ビスですか、そういうようなものが新聞

紙上でも報告されていましたが、この辺、

本市の方はどのようにかかわったのか、
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聞かせていただけたらと思っています。

　また、厳しいこの不況の中ですから、

実際は働く意欲も能力もあるけれども就

労先がないというようなことで、保護に

至っているというような方もおられます。

適正な支援等も講じられているというふ

うに思いますけれども、この間、就労支

援コーディネーターという形で、新しく

配置されている部分についての、その辺

の取り組みについて、特徴的なことがあ

ればお聞かせいただきたいと思います。

　あと、保健衛生費のがん検診について

でありますが、乳がんの方がバスのみの

検診というようなことで、検診機会がや

はり少ないことが今回の減額補正にもなっ

てるというふうな説明であります。その

点については必要な、また希望されてい

る方もたくさんいらっしゃるかと思いま

す。検診機会があればきちんと受けれる

のにというような中で、それが受けられ

ないというふうなことでありましたら、

やはり何らかの改善を追及していかなけ

ればならないというふうに思っておりま

す。私もこの間、この議案が出てから、

検診の申し込みの予約の空き状況とか、

そういうのもホームページに載ってます

から見ましたら、報告がありましたよう

に、１月末までぎっしり埋まっていると

いうふうなことであります。そうしたこ

とも踏まえて、次年度に向けての、年度

途中でバスの回数をふやすというような

ことができないというようなこともおっ

しゃっておりましたから、その点につい

ての改善に向けて、その改善の方向、動

きについて、もしこの場でお答えできる

ことがあればお願いしたいと思います。

　以上、２回目の質問です。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、２回目

の弘委員のご質問について、お答えさせ

ていただきたいと思います。

　２点、主な内容としてございましたよ

うに、今後の国の動向に関しましては、

自立支援法の廃止を４年以内にうたわれ

ておられまして、一定、新しい障害者総

合福祉法という、仮称ですけれども、そ

ういう法律を検討されているというふう

に伺っております。応益負担から応能負

担へという流れで、今後も制度設計をし

ていくということで聞いておりまして、

先日、新聞報道等では、非課税世帯の方

に関しては利用料をゼロにするという方

向性を打ち出すというお話もあるように、

今現在、利用者負担の減免ということで、

非課税世帯の方、年収８０万円以下、障

害基礎年金２級をお持ち程度の方でした

ら、一月利用料１，５００円という形で

すけれども、さらに負担が少なくなって

いくのではないかなというふうなことで、

市として見守っていければなというふう

に思っております。

　今回、市といたしまして、作業所等の

移行に、市の単独の補助を一定させてい

ただきまして、それがうまく作用したの

かなということで、北摂を見させていた

だいても、市内の非常に多くの福祉作業

所等が、新しい給付費の方の体系に移行

できたのかなというふうに思っておりま

す。やはり事業所の安定ということが、

今後福祉作業所からサービスの事業所と

いうことになってくるかとは思いますけ

れども、やはり障害者の方が日中活動を

できる場というのは、旧の福祉作業所等

が一定担っておりますので、今後とも国

の動向を見ながら、また事業所の運営の

安定を見ながら、市として一定、現在も

補助しておりますけれども、考えていく、

見守っていく必要があるのかなというふ

うに思っております。

○森西正委員長　阪口参事。

－5－



○阪口保健福祉部参事　乳がん検診バス

の増車といいますか、配置についての次

年度以降に向けての取り組みでございま

すけれども、実はこの検診バスにつきま

しては、平成２０年度までは、財団法人

大阪がん予防検診センターと、同じく財

団法人京都予防医学センターというとこ

ろに委託をしておりました。私どもは、

この２者体制で一応維持をしておりまし

たが、今年度から、財団法人京都予防医

学センターが、いわゆる排ガス規制の関

係で、どうも車両が大阪府内に乗り入れ

ることができないというふうな事態にな

りまして、急遽、別途、医療法人恵生会

というところに、この検診をお願いいた

しました。これも急遽ということでござ

いましたので、これ年度の前なんですけ

れども、なかなか増車が難しいという中

で、何とか大阪がん予防検診センターと、

この医療法人恵生会を合わせて２５日を

確保したというのが実情でございます。

これは、私ども当初考えておりました健

康カレンダーにもあります日数に比べる

と、かなり回数の増を図れたというふう

に、今年度については考えております。

次年度以降につきましても、もう夏場か

ら文書で、この医療法人恵生会とがん予

防センターには、少なくとも今年度並み

以上の確保をお願いしたいということで

申し入れを行いまして、予算編成時にも

再度催促をいたしまして、何とか前年度

並みは確保できる状況にあるのかなとは

思っております。それと、土曜日の検診

についてもご配慮いただきたいというこ

とで、来年度については土曜日での検診

も、回数増が図られるのではないかなと。

これはまだ、財団法人の方も、この検診

バスについては、当然ながら本市だけで

はなくして、他の市町村も利用しておる

ものでございますので、どうしてもパイ

の奪い合いになってしまうというところ

がございまして、その辺の調整をこれか

らして年内に確定するだろうとは思うん

ですけれども、少なくとも今年度の回数

については維持していきたいなというこ

とで、夏ぐらいから一応努力はさせてい

ただいてるというところでございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　まず、生活保護の

来年度予算の要求ですが、現在の状況を

踏まえて予算要求をしていきたいと考え

ております。義務的な経費でございます

ので、制限されることはないものと考え

ています。

　次に、ハローワークのワンストップ・

サービス・デーについての対応ですが、

本市からは私が、１１月３０日にハロー

ワーク茨木に行き、対応してまいりまし

た。そのとき、ハローワーク茨木管内で、

茨木市、高槻市、島本町の職員もまいっ

て対応しています。そのときに相談に来

られた方は２６名おられました。摂津市

に係る方につきましては、そのうち３名

おられました。

　次に、就労支援相談員の状況ですが、

対象者には個々に就労阻害要因がありま

すので、その解消に向け取り組んでおり

ます。ケースワーカー、それに就労支援

相談員、ハローワークの就労支援ナビゲー

ターが連携をとりながら、就労に向けた

支援を進めています。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　３回目の質問になりますが、

障害福祉にかかわっては、今言われてい

るとおり、国の動向については、これか

らまた変わっていくということでありま

す。これまでもさまざま制度が変わって

きた中での事務量の増加や混乱等もあっ

たんじゃないかというふうに思いますけ

れども、適切に利用者の方たち、また障
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害のある当事者の方たちの暮らしを、しっ

かりと摂津市で守っていけるようにお願

いしたいというふうに思ってます。

　また、福祉作業所、今、制度移行もし

てやっている中でありますけれども、例

えばこの制度の報酬が、月極めから日額

制に変わったというようなことで、その

日、通所が少なかったり、摂津市では大

きな影響があったというふうには聞いて

ないんですけれども、新型インフルエン

ザ等で、例えば事業所閉鎖みたいなこと

になったら、そこで補助金が全く下りて

こないような状況になってしまうような、

そういうこれまでの制度でもあったわけ

ですから、これは４年後の法改正という

ふうなことの見通し、今のところはその

ようになってますけれども、その中でも

必要な対応、また改善策等についても検

討していっていただきたいと、要望にし

ておきたいと思います。

　それから、生活保護のかかわっての部

分では、ご説明いただきました、このハ

ローワークのワンストップ・サービスに

ついても、今回は１１月３０日の１日だ

け実施ということで、これも報道等を見

てましたら、その場では相談を受けて、

その市役所に申請にというふうなことで

のワンストップで、その場で処理できる

というふうなことではないというような

ことでありましたけれども、そういった

形で直接ハローワークの中の状況とかも、

東澗課長が行って、摂津でも３名の方が

そこに相談に来られたというふうなこと

でありますから、今後引き続き、そういっ

たところとの連携も強めていくことが大

事なのかなというふうに認識しています。

　また、本当に就労意欲があっても就労

できない、そういう状況が現状であると

いうようなことでいいましたら、生活支

援課だけで取り組める問題でもないと。

社会全体が今、変わっていかなければな

らない、そういう働きかけも市として、

また私たち議員としても全力で頑張って

いきたいというふうにも思いますし、ま

たその中で、適正な事務ということでお

願いしたいというふうに、この点も要望

にしておきたいと思います。

　あと、がん検診の部分で、乳がんのバ

ス検診の点、ご説明いただきました。ちょっ

と説明を聞いてる中で、先ほどの子宮が

ん検診ともかかわって感じてるんですが、

子宮がんの方は、そのバス検診以外、市

内の一つの医療機関と、それから今回か

ら茨木市、吹田市のそれぞれの医療機関

も利用できるような体制になってるとい

うふうなことですが、乳がん検診の方は

そういうことができないということなん

でしょうか。また、どうしてできないの

かというようなことを教えていただけた

らと思います。

　３回目の質問とさせていただきます。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　乳がん検診につ

きましても、実は子宮がん検診同様、吹

田市の医療機関、医師会にもお願いをし

た経緯がございますが、この乳がん検診

につきましては、先ほど申しましたよう

に、マンモグラフィとドクターの指触診

が必須条件でございまして、キャパとし

まして、それぞれの、吹田市での市民の

受診、茨木ももう精いっぱいで、なかな

か摂津市民まで、子宮がん検診同様受け

入れる体制には、残念ながらないという

ことでございましたので、どうしても本

市の場合、検診バスに当分頼らざるを得

ないということでございます。

　私どもといたしましては、妊婦検診の

ときに、当然ながら他の医療機関で受け

られますので、そのときに受診を促進さ

せていただいて、今回のクーポン券を活
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用していただくというふうなことも言っ

ております。ただ、４０歳以上というこ

とですので、なかなかその辺は難しいん

ですけれども。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　今の説明受けて感じたんで

すが、摂津市も医療機関の点については、

三島医療圏域や、また北摂といったこと

で、周りにそういう医療機関もあるとい

うことで、医療体制については全国的に

は整ってるんだというふうなことを、こ

の間何度か、議会の中で説明もあったか

と思うんですけれども、こういうところ

で見ましたら、やはり市内に信頼できる

というか、整った医療機関がないという

ことが、市民の皆さんにとっては不利益

になるというふうなことがあらわれてい

るのかなというふうに感じます。そういっ

た点では、婦人科や、私どもこの間もずっ

と言ってきました産科や小児科、いろい

ろな、そうした、今、全国的に医療大変

だと言われている状況ですけれども、そ

ういうところの今後の見通しや働きかけ

について、また担当課から上にも上げて

いくような、そういうことでお願いした

いというふうに、この点について、最後

要望を申し上げて、私からの質問とさせ

ていただきます。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　それでは、数点お聞

かせをいただきたいと思います。

　まず８ページの歳入の方ですけれども、

民生費負担金の方で、社会福祉費負担金

としまして５３７万５，０００円。これ

が、介護職員の処遇改善の交付金という

ことで、２６８万円ということでござい

ますけれども、説明をいただきましたと

きには、主にせっつ桜苑の介護職員の待

遇向上費ということで、議場ではご説明

をいただきましたが、もう少し詳しく、

これの中身についてご説明をいただきた

いと思います。また、人数、お１人当た

りの金額などについて細かく、わかる範

囲で結構ですので、お聞かせいただけた

らと思っております。

　また、これでどのような形で反映され

ていくのだろうかということで、どの程

度の改善がなされたのか、そういった点

でも、現状、推測でも結構ですので、こ

の中身についてお聞かせをいただきたい

と思います。

　あと１２ページの、これは歳入歳出両

方に計上されておりますけれども、子育

て応援特別手当の件でございます。国の

方針が廃止ということで、９，４５７万

５，０００円全額マイナスということに

なりましたんですけれども、昨年、平成

２０年度分として実施をされましたとき

に、かなり大きな反響があって、ことし

も予算計上されていると、関連法案の中

に入っていたということで、こちらの方

も計上されていましたが残念ながら新政

権のもと廃止ということになりました。

これについて、やはり大変残念だという

声が多く、私どもの市民相談の中でも、

期待をしていたのにということでお声を

いただいているわけでございますけれど

も、これによりまして、どれぐらいの世

帯の方が影響を受けられたのか、お聞か

せをいただきたいと思っております。

　また、これに対しまして、全額国から

ということですので、本市としましては

計上したものを減額するということで、

形的にはそれで終わる話のことかもしれ

ないんですけれども、本市のこういった

現状に対する、新政権が来年子ども手当

を出すという形で、それも半額でという

ことになっております。また、所得制限

をするべきであるということと、しない
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でそのまま所得制限なしで子ども手当を

支給しようという政府と、また閣僚間で

の話の中で、さまざまな形での意見も出

ているところから、中身についてもまだ、

当然のことではありますけれども、決定

をされていないというような現状でござ

います。これについて、本市のできる範

囲でのことになるかと思いますけれども、

国へのこの対応に対して、どのような形

で、ある意味申し入れなどをされたのか

どうか。この点についてもお聞かせをい

ただきたいと思います。

　あと、１５ページの生活保護費の増加

の点についてでございますけれども、先

ほども委員の方からご質問もありました

けれども、ハローワークが今回、ワンス

トップ・サービスを実施したということ

で、これが今後浸透していきますと、か

なりの数がハローワークの方から流れ込

んでくるという可能性も考えられます。

そこで、社会現象もありまして、生活の

苦しい方が極端に年末に向けて、各企業

でのボーナスのゼロですとか、あるいは

大幅な減額等々によりまして、生活破綻

を起こしている方がかなりふえていると

いうのが現場での状況でございまして、

どうしても生活保護の方に申請をして頼

らなければならないという方もいらっしゃ

います。これで今回も１億８，１００万

円ということで補正額が計上されて、か

なりの金額の増額になっていて、先般も

議場の方で、年度による増加をお示しい

ただいておりますけれども、昨年、こと

しと比べますと、非常に大きな幅でふえ

ておりまして、これにつきまして、現場

では単なるうわさも含めてということに

なりますけれども、生活保護を受けてい

るのに、母子家庭であるはずなのに、毎

夜お父さんが家に帰ってきていると。あ

るいは生活保護世帯であるのにもかかわ

らず、朝から遊興店舗の前に、列をなし

ている中にその人の姿を毎日のように見

かけるとか、あるいは喫茶店で毎朝コー

ヒーを飲んだり、いわゆる世間で言うモー

ニングをしていると、こういったうわさ

が絶えないわけでございます。これに対

して、生活支援課の方々も、ケースワー

カーの数に制限もありまして、一々、毎

日毎日立ち会って、介入をしたりして、

現場を検証することもなかなか難しいと

いうのが現状であるとは理解をしており

ますけれども、一たん、保護申請された

方の中身については、要するにきちんと

されている方について、この人は働けな

いんだという方に対しての対応は、もち

ろんそれで現状のまま、丁寧にきちんと

生活支援課の方で、ケースワーカー等も

現状を見ながら指導をしていただいてい

るということは、私の方も認識している

んですけれども、こういった、うわさで

すから、それを突きとめるというのは非

常に大変なんですけれども、現状そういっ

た声が市民の方から現場の方には入って

いるのか、いないのか、この点について

お聞かせをいただきたいと思っておりま

す。また現場からの声が、市民からのそ

ういう通報等があったときに、どのよう

に対応されているのか、この点について

もお聞かせをいただきたいと思っており

ます。これは、生活支援のための生活支

援課の皆さんが、人数も少ない中で、非

常に献身的にケースワーカーとして努め

ておられるということは十分認識した上

での質問でございますので、その点考慮

されて、現場での市民の声に対する対応

について、どのようにお考えであるのか

ということをお聞かせいただければよろ

しいかと思いますので、お願いをいたし

ます。

○森西正委員長　登阪次長。
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○登阪保健福祉部次長　それでは、せっ

つ桜苑に係りますご質問に対しまして、

ご答弁申し上げたいと思います。今回の

補正につきましては、せっつ桜苑で実施

しております施設介護、短期入所及び通

所介護に係る委託料につきまして、本年

４月分からの介護報酬のアップ、本年１

０月分からの介護職員処遇改善交付金の

交付及び利用人数の見込みの相違から、

施設介護、通所介護につきましては増額、

短期入所につきましては減額を行い、こ

れと同額分を、歳入におきまして介護サー

ビス保険者負担金、利用者負担金及び介

護職員処遇改善交付金として計上させて

いただいたものでございます。

　具体的には、介護報酬のアップにつき

ましては、せっつ桜苑では一定割合以上

の介護福祉士を配置しているということ

から介護報酬の加算があったこと、また

本市の場合、地域区分が特甲地となって

おりますが、施設介護と短期入所につき

ましては、この地域区分ごとの１単位当

たりの単価がアップしております。なお、

通所介護につきましては、単価がマイナ

スとなっております。

　介護職員の処遇改善交付金につきまし

ては、介護職員の処遇改善をさらに進め

るために介護報酬とは別に交付されるも

ので、国が１０分の１０を負担すること

になっております。交付額は、介護報酬

総額に、サービスごとに定める交付率を

乗じたものとなっております。事業期間

につきましては、平成２１年１０月サー

ビス分からで、２年半となっております。

今回は平成２１年度収入分として４か月

分を計上させていただいております。

　それから、ご質問のもう１点、現在せっ

つ桜苑におきましては、非常勤職員を含

めまして、先ほど申し上げました事業に

従事している職員は１０月１日現在で７

９名おられます。４月からの介護報酬の

アップ分につきましては、７月から非常

勤職員も含めて、全職員の基本給のアッ

プ、それから資格手当のアップ等を行っ

ております。

　また、介護職員処遇改善交付金分につ

きましては、国の制度では介護職員のみ

が対象となっておりますが、せっつ桜苑

におきましては、１１月から非常勤職員

も含めた全職員に、新たに別途手当を設

けております。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　子育て応援特別

手当につきまして、ご説明させていただ

きます。

　１５ページにございますように、負担

金、補助及び交付金ということで、９，

０００万円の減額をいたしております。

この９，０００万円が子ども手当の額と

いうことでございまして、１人３万６，

０００円でございますので、２，５００

人分をもともとは計上いたしておりまし

た。大体１歳につきまして８００人台と

いうことで、対象数をこのような形で予

算化をしていたものでございます。

　国への申し入れということでございま

すけれども、私どもといたしましては、

今回の子育て応援特別手当につきまして

も、突然の廃止ということであったわけ

でございますが、今後、来年度以降言わ

れております子ども手当につきまして、

ご指摘のとおり所得制限があることにな

るのか、ならないのか、それによりまし

てシステム改修とかいろいろなことも変

わってまいりますし、また今後どういう

ふうに制度設計をしていくのか、そこに

ついて、来年度の予算ともいろいろ苦慮

をしているところではございますけれど

も、国の制度自体がどうなっていくのか、

いろいろな情報収集に努めているという
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ところでございまして、特段の申し入れ

ということはしていないというような状

況でございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護の適正実

施ということで、市民の方からの通報等

があった場合の取り組みですが、具体的

な内容につきましてお話があった場合は、

担当ケースワーカーに状況を話して確認

する方法をとっています。ただし、通報

があった方に対する対応ですが、これは

地方公務員として守秘義務がございます

ので、その方が保護を受けているかとか

いうふうなことはお答えできませんので、

お話を聞くだけにとどまってしまいます。

　その内容につきましては、先ほど委員

からご指摘がございましたように、毎朝

喫茶店でコーヒーを飲んでいるとか、パ

チンコ屋にいるとかいうふうな話もあり

ますが、これにつきましては、生活保護

の最低生活費の基準内で生活されておら

れる方につきましては、健康で文化的な

生活が憲法で保障されていますので、私

どもでそれを注意するところまでは至ら

ないのが実情でございます。

　それと、母子家庭の方で、ご主人が夜

に帰ってくるということにつきましては、

私どもは、夜まで調査することができま

せんので、状況に応じて地域の民生委員

さんと連携をとりながら対応しておりま

す。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　この介護職員の処遇

改善の点につきましては、別途手当また

基本給その他手当についてアップをして

いるということでご答弁をいただいてお

りますけれども、またせっつ桜苑の職員

さんに対しては、正職だけじゃなくて非

常勤の方も含めて、待遇改善をしている

ということで、今ご答弁をいただきまし

たけれども、この手当が一応、基本パー

センテージですとか、基本額にするとか

ということも議論されましたけれども、

現状で幾らぐらい、あるいはその別途手

当また基本給というのがどういう形でつ

いているのか、もう少し詳しくお聞かせ

をいただければと思います。

　２点目の、子育て特別手当の廃止につ

きましては、現場でもかなり大きな混乱

があって、担当課では非常にご苦労され

たことと思っております。また国の方も、

私どもも意見書等を上げて、何とか今年

度だけでも、この３万６，０００円とい

う、子育て世代の方につきましては、非

常に大きな金額でございますので、実施

をするよう、復元していただきたいとい

うことで、私どもの方も申し入れを、党

としてさせていただいておりますけれど

も、こういったことに対して１００％国

の方からの支援の場合は、市区町村の方

で何かしらの形で国に申し入れをしてい

くということは、非常に困難なことであ

るということは承知をしておりますけれ

ども、やはり何とかアクションを起こし

ていただけたらなというふうには感じま

した。

　現場からは、どうなっているのかとい

うこともテレビのニュースあるいはマス

コミ等の報道等で知る以外にはないとい

うことで、現場もあきらめムードといい

ますか、初めはどうなのかということで

したけれども、自然に、もう仕方がない

なというような雰囲気も最近では感じて

おりますけれども、何とか、本市も財政

がもう少し潤沢であれば、施策としても

これに準ずるなにがしかの形をとお願い

をしたいところでございますけれども、

本市の財政状況も非常に厳しいところか

ら、難しいことかなというふうには考え

ておりますが、この子育て応援のための
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特別手当の廃止につきましては、子ども

手当の実施まで約１年半以上の、来年ま

でですね、正規に実施されるのが平成２

２年度からだということですので、タイ

ムラグということも考えますと、本来で

したら何らかの形で支援をしてあげてい

ただきたいなというふうには思っており

ます。

　１００％国の支出ということでありま

すけれども、国の負担金に対してでも、

やはり現場で、相当これをするための、

全額減額になっておりますけれども、目

に見えない形での費用も消費されている

というふうには思いますので、現場の作

業されている職員の皆さんの労働時間を

考えてでも、やはりこれは何らかの形で、

難しいことかもしれませんけれども、現

場は非常にこの対応に苦慮し、それでもっ

て時間も費やしているし、労力も使って

るんだということで、廃止をするなら廃

止をするで、何らかの形でそれを補てん

するような施策を設けるべきだというよ

うな声は、今後こういった状況が起こり

ましたときには、ぜひ上げていただきた

いなと、このように思っておりますので、

要望としておきます。よろしくお願いい

たします。

　あと、生活保護のことでございますけ

れども、ただいま課長の方からご答弁を

いただきました。実際問題、夜の時間帯

まで、警察ではありませんので、張り込

みをするというようなわけにもまいりま

せんし、これ非常に難しい問題だという

ことは分かっております。

　個々にお話をしたときに、それが単な

るうわさであるときもあります。お名前

を上げて言われたときには、私の知って

いる範囲でしたら違うということがわか

るときもありますし、受けておられない

方に対しても、誤解がある場合は、違い

ますよということだけは申し上げます。

だけれども、先ほどもおっしゃいました

ように、個人情報という前提もあります

ので、詳しい立ちいった話というのはな

かなかしにくいものでありますし、また

日本人の気質といいますか、ご近所です

のでとか、同級生の親ですのでとかいう

ことで、名前を直接言って通報するとか、

本人に直接注意をするということは、自

分に被害がはね返ってくるのを恐れると

いう点で、陰では言っても正面切っては

言わないと。でもわかってるんだよとい

うことは絶えずおっしゃいます。その責

任が、生活支援課の方がもっと厳しくす

るべきじゃないかというような方に向け

られているのが現状でございます。

　生活支援課の方も、そんなに豊ではな

い職員の数で、一生懸命やっておられる

というのはよくわかっております。私も

個人的に目にしますのは、ふだんは大変

清潔な感じで日常過ごしておられますの

に、こちらの方へ来られるときは非常に、

それに反するような服装で来られている

というような方もいらっしゃいますし、

現実に本当に保護費の中で精いっぱい頑

張ってやっておられる方もいらっしゃい

ます。しかし年金問題等、額が少なくな

り、持ち家の方が生活保護を受けられず

に、低額の年金で日常本当にかつかつの

生活を過ごしておられる、何とか生き延

びているというような現状の方もいらっ

しゃいます。

　こういった、仕事がなくなって、収入

がなくなって、預金もなくなれば、生活

保護申請をすればいいんだというような

悪しき風潮も、現状では芽生えつつある

かということも感じております。こういっ

たことに対する、やはり抑止をするよう

な方向での施策の打ち出しも、非常に大

事ではないかなというふうに思いますし、
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ハローワークでワンストップで流れてく

る方たちに対する対応も、非常にこれか

らしっかりと取り組んでいかなければな

らない重要な問題に、やがてなってくる

かと思います。

　対策を講じていただくのは、原課の方

でお考えをいただくことになるとは思い

ますけれども、やはり短期でしっかりと

対応した上で指導して、短期で生活保護

の支援を区切っていくということとか、

あるいは各課との連携もしっかり強めて

いって、福祉事業等々も連携をとりなが

ら、職業の情報等も流せる状況であれば

流していただいたりして、自主的な職探

しを促すような形で、とにかくハローワー

クに行ってくださいということでは、こ

れからは済まなくなってまいりますので、

その点についても、産業振興課等々とも

連携をとっていただけたらなというふう

に思っております。

　また、これは国の施策の問題点でもあ

りますけれども、生活保護費は要らない

けれども、病院代が払えないんですと。

年金で精いっぱい生活をしていても、病

院に入院した途端に入院費の方がかさん

で、生活ができませんというお声をよく

耳にしますので、国の政策としてやって

いただかなければ無理なことは当然わかっ

ておりますけれども、医療費の方の保護

を何とか分けて設けることができないの

か等々も、現場で常に感じている問題点

でございます。

　本市だけの取り組みとしては、かなり

難し過ぎる問題かとも思いますけれども、

今後こういった観点からも、しっかりと

対応・対策につきましてはお考えをいた

だいて、現場で自立をさらに促していく

ような方向で、これはむやみに厳しく取

り締まってくださいとか、むやみに厳し

く指導してくださいということでは、決

してありません。現場でしっかりと、生

活保護を受給される方について、どうい

うふうな形でこの生活保護を受給してい

る期間を過ごしていただくのかというこ

とをお話をしてあげていただきたいと思っ

ております。

　私どもの方も、生活保護法というのが

あるのを、最初議員になったときに教え

ていただきました。そちらの方も自分な

りに勉強もさせていただきましたけれど

も、中に掲載されていることでも、受給

者自身が知らないこと等もありますので、

そういった点についてもきめ細かく、や

はり指導の方をしていただけますように、

日常業務に追われて、非常に厳しい現状

かとは思いますけれども、ぜひこういっ

たきめ細かな対応にお取り組みをいただ

くように要望しておきたいと思います。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　職員の処遇改善

として、基本給のアップや、別途新たに

手当を設けてるということで、その内容

についてのご質問でございますけれども、

４月分からの介護報酬のアップにつきま

しては、目的としては介護職員の処遇改

善ということでございますけども、必ず

しもそれが義務づけられているわけでは

ございません。しかし、せっつ桜苑の場

合におきましては、ほぼアップ分に相当

する分について、職員の処遇改善の方に

回させていただいております。また１０

月からの交付金の分につきましては、こ

れはいわゆる職員の処遇改善に使うとい

うことが義務づけられておりまして、き

ちっとした改善計画等を出して、それに

基づいた取り組みが求められております。

　せっつ桜苑におきましては、多種多様

な職種や、それから経験年数等によりま

して、なかなか基本給の部分等について、

こちらの方で十分、その具体的な数字に
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ついては把握できておりませんけども、

先ほど申し上げましたように、基本的に

は介護報酬のアップ部分や交付金の部分

については、処遇改善に使われていると

いうふうに認識しております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　その細かい点までは

なかなかわかりにくいということでござ

いますけれども、介護職員さんのさまざ

まな職種があって、でも現場の方に行か

れる方等々のお給料の点について生活が

できないし、仕事がきついので人材の確

保が難しいというようなことが、かなり

注目を浴びております。そのほかについ

ても、やはりこの介護職が、これから大

きな日本の経済の中心になっていくので

はないかとも言われておりますので、そ

ういった中でリサーチをきっちりとして

おいていただくということも、委託事業

であってでも大事なことではないかなと

いうふうに思っております。

　今後この点について、またさらに内容

について、充実した資料等が出されるこ

とを要望されていくと思いますので、こ

の点についてはなかなか、１人幾らとか

いうことについては、職種によってとい

うことで、今ご答弁いただきましたので、

金額まで明示することはできないかもわ

かりませんけれども、おおむねこういっ

た職種の人についてはこのような状況に

なっていますということが今後ご説明を

いただけるようにしておいていただきた

いなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　では、私の方からも幾

つか聞かせていただきたいと思うんです

が、まず、介護職員の改善ということで、

せっつ桜苑にお金が。これは見込み違い

というような説明もありましたが、これ、

せっつ桜苑だけが対象だというふうに、

ちょっと聞いたんですけれども、そうす

るとこれは、制度の改善とかいうことで

はなくて、せっつ桜苑だけが補正を組む

というような形になったのか。せっつ桜

苑だけになった理由をお聞かせいただき

たいと思うんですが。

　それと、障害福祉サービスの中身を、

いろいろ聞かせていただきました。利用

者にとっては、これは給付の改正という

ことですから、変化はないというふうに

理解していいのかどうか、利用者にとっ

ての変化をお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それと、保育所運営補助、障害児保育、

これも単価基準の引き上げということな

んですけれども、利用者にとっての変化

を聞かせていただけたらと思います。

　それから、生活保護費は非常に増大し

ているということで、また来年の３月末、

年度末までに増大をしていくというとき

に、国への支出金の流れというか、これ

がどういうふうになっていくか、ちゃん

と来るのかなというのをお聞かせいただ

きたいと思います。

　それと、がん検診の話もされておりま

して、乳がん検診のお話、私、伺ってお

りますと、結局マンモグラフィを持った

婦人科が市内に来て委託ができるのが一

番いいのかなと思うんですけれども、そ

ういった婦人科や小児科をふやせという

話は、何度もやらせていただいてるんで

すけども、そういった取り組みについて、

お聞かせいただければなと思います。

　それから本会議で、斎場費の問題、山

本議員が聞いておりましたけれども、ちょっ

と聞きましたら、地元というか別府の自

治会の方に一応打診はあったというよう

なことなんですけどれも、大元というか、
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所在地の南別府には説明がされてないん

じゃないかというようなことをお聞きし

ましたんですが、その辺の本当のところ

をお聞かせいただきたいと思うんですけ

ども。耐震もして炉の更新もということ

であるなら、この場所にずっと斎場が存

続していくということになろうかと思う

んですけども、こういった丁寧にやろう

としていることですね。これやったらい

かんというわけではないんですけども、

地元の理解を求めておかないと、それこ

そあとでもめるということにもなろうか

と思いますので、もう一度、南別府での

説明はどんな感じかということをお聞か

せいただきたいと思います。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　それでは、山崎委

員のご質問にありました、利用者の方の

ことについて、お答えさせていただきま

す。

　利用者の負担の減免制度は、平成２０

年７月に大きく変わりまして、ご本人も

しくは配偶者のみの収入で見るというこ

とになってございますので、福祉サービ

スを利用されるという方は、障害基礎年

金等の生活の方が多ございますので、収

入といたしましては非課税になっている

方が多うございます。今までの課題でご

ざいました、世帯単位で見ていると、例

えば保護者等の方がおられますと、その

方の収入で課税世帯というふうになって

た状況ではございますが、この平成２０

年７月の改正で、ご本人の状況というこ

とで、ほとんどの方が非課税世帯という

ふうになりまして、利用料の上限が１，

５００円です。先ほどの通所サービスを

利用されますと、１割ということになり

ますと、大体、金額に差はあるんですけ

れども、５００円から７００円の範囲内

となります。場合によっては１，２００

円という場合もございますけれども、利

用を２回から３回以上されますと、上限

の１，５００円に達するということでご

ざいますので、利用されている方に関し

ましては、今回の改正でふえたというよ

うな状況ということはございません。今

回、給付の移行ということで、利用者の

方のサービスがふえたということではご

ざいません。

　また、作業所の方を利用されてござい

ました方は利用の負担がございませんで

したので、先ほど言った１，５００円、

この４月から一月かかってるんですが、

この１，５００円の基準といたしまして

は、作業所等工賃、国の平均で３，００

０円ぐらいということで、その半額の負

担でしたら、利用者の方が利用できるの

ではないかということで、一定、私たち

の方も心配してましたが、この４月から

半年の状況を見させていただきますと、

利用者の方が減ったということではなく、

逆にふえたということで、細かい数字も、

作業所ごとにばらつきあるんですが、大

体利用者の方の利用回数等は、４月、１

０月に移行した分もあるんですが、４月

時点では件数としては８７人の方ですね。

回数としては１，５１８回利用してござ

いますが、１０月時点では１０４人の方

が利用してまして、利用回数でしたら１，

７５９回ということでございます。利用

者の方、いろいろな方が必ずしも週５回

行くわけではございませんので、週１回

の方とかもございますので、ばらつきは

ございますが、月当たりの件数で言いま

すと、２０％ふえておりますし、回数で

言いますと１６％ふえてるということで、

作業所等利用負担がございませんでした

が、今回の利用者の給付費の方に移行し

ましたが、おおむね負担が少なく利用で

きてるのかなというふうに思っておりま
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す。

○森西正委員長　稲村参事。

○稲村保健福祉部参事　それでは、児童

福祉総務費の保育所運営費負担金、また

民間保育所運営補助金、障害児保育補助

金について、ご説明をさせていただきま

す。

　本年の７月に、保育所運営費負担金単

価に係る定員区分及び単価改正がござい

まして、４月にさかのぼって実施をする

という通知がございました。これに伴い

まして、今回、保育所運営費負担金の増

ということを上げさせていただいており

ます。また、当初の見込みよりも保育所

の入所の児童数が増加したということと

あわせまして、増で、補正予算として計

上させていただいております。この保育

所運営費負担金がふえますと、運営費補

助金が負担金の１３％で補助を行ってお

りますので、ふえるということになりま

して、増額を予算として計上しておりま

す。

　また、障害児保育補助金につきまして

は、当初の見込みよりも障害児保育を申

し込まれるお子さんがふえたということ

から、加配の保育士の補助金がふえまし

て、今回７０２万円の増ということで上

げさせていただいております。したがい

まして、利用者にとってどうなのかとい

うご質問でございますけれども、保育料

の増とかそういうことについては今回は

ございません。変化はないということで

ご了解いただきたいと思います。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　せっつ桜苑につ

いてでございますが、今回の補正につき

ましては、先ほどもご答弁申し上げまし

たように、職員の処遇改善に伴う経費の

増大と、利用者につきまして、当初見込

みよりサービスによりまして増減があっ

たということによるものでございます。

　せっつ桜苑だけがというご質問でござ

いますが、こうした状況につきましては、

介護施設につきまして、当然あることか

というふうに思いますけれども、せっつ

桜苑につきましては市立施設ということ

で、各事業につきまして事業者の方に委

託料という形でお支払をし、それに相当

する額が国保連合会の方から、保険者負

担金あるいは今回の改善交付金という形

で入ってまいりますので、今回計上させ

ていただいたということでございます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　生活保護費の国庫

支出金の流れについて、ご説明いたしま

す。

　扶助費は４分の３が国庫負担金で賄わ

れております。毎月執行額を国に報告し

ていますので、今回の補正分につきまし

ても請求してまいります。生活保護は、

国の法定受託事務でございますので、請

求した額が認められないことはないもの

と考えております。

○森西正委員長　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　乳がん検診につ

きまして、委員ご指摘のように、マンモ

グラフィを備えた医療機関が市内にあれ

ば、私どもとしても、市民にとっても、

一番いいことであることは間違いないと

思います。ただ、この乳がん検診につき

ましては、産婦人科、婦人科ですべて受

診可能ということではなしに、いわゆる

乳腺外来の外科ということになりますの

で、産科・婦人科ではないということは、

まず前提としてあるとは思います。それ

で、この産科・婦人科同様、この乳腺外

科につきましても非常に設備そのものが

少ない、キャパが少ないということもご

ざいまして、従来から三島医療圏での協

議の場では、常に議題になりまして、私
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どもも要望させていただいておりますが、

なかなか全国的な医師不足あるいは乳腺

外科がなかなか拡大しないというのが実

情でございます。今後とも、これに関し

ましては、特に国なり、あるいは三島医

療圏での協議の場で粘り強く訴えていき

たいと考えております。

　それと、別府斎場の改修でございます

けれども、今回の補正で耐震の実施設計

を掲げておりますけれども、当初予算で

も一部ご説明をさせていただいておりま

すけれども、もともと炉の部品といいま

すか、機器を取りかえるということで、

新しい機器になった場合、重さに耐えら

れるかという構造上の問題もございます

ので、それをクリアするということで、

そのための計算をしなければならないと。

この建物が昭和５４年の建物ということ

で、いわゆる新耐震基準の昭和５６年度

以前の建物ということで、あわせて今年

度、耐震の設計をした、いわゆる耐震審

査を、新年度予算で計上させていただい

ております。あわせまして耐震診断を行っ

たわけでございますけれども、その結果、

炉の更新に先立ってやるためには、今年

度中に実施設計をしなければならないと

いうことで、急遽補正を上げさせていた

だいたような事情がございます。

　地元への説明でございますけれども、

私ども、通常斎場といいますか、火葬場

もなんですけれども、新設、増築、改築

の場合、これは大阪府条例で１００メー

トル以内の方への説明が義務づけられて

いるところです。私どもといたしまして

は、本工事につきましては、当初、当然

ながら村の墓地に併設したところでござ

いますので、ここの利用者の方々、いわ

ゆる別府地域なんですけれども、この方々

についてはきっちりと説明が必要という

ことで、説明をさせていただきまして、

一定了解をいただいております。今、委

員ご指摘のように、南別府地域につきま

しては、先ほど申しましたように、工事

が府条例で決められているところに該当

しないということもございます。それと

もう１点は、いわゆる設備の改修といい

ますか工事ですので、特段工事車両が頻

繁に通ったりとかいうことはないという

ことから、ご指摘の南別府の地域には、

現在のところ説明の機会を持っておりま

せん。委員ご指摘のように、今後これを

やると、また少なくとも２０年ぐらいあ

るいは３０年、耐用年数が延びるという

ことになりますので、地域にとりまして

も、またこの施設が残るということにな

るということから、説明をということで

ございますので、この点に関しましては、

一度、南別府町の自治会長にお会いする

機会を得まして、私どもの方から一度ご

説明をさせていただきたいなと思ってお

りますので、今後取り組んでいくという

ことで検討させていただくということで、

ご了解をいただきたいと思います。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　介護職員の改善という

ことで、せっつ桜苑に支給なんですけれ

ども、この介護委託は、市の施設という

ことでしてはるんですけれども、この介

護委託は、ほかにはないんでしょうか。

要するに、ほかから見込み違いとかいう

のは出てこないというのは、ほかに委託

しているところがないということなのか

どうか、ちょっとそれもお聞かせいただ

きたいと思います。

　あと、事業福祉のサービスについて、

基本的には利用者にとって変化がないと

いうことだと思うんですけども、事業所

にとっても採算とれない移行ということ

にはならないということで、いろいろ検

討された結果だと思うので、弘委員が言っ
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たように、しっかりと作業所がきちんと

運営できるようにしていただきたいと思

います。要望で結構です。

　保育所の方もよくわかりました。利用

者にとっての変化は、基本的にはないと

いうところですね。

　保護費もよくわかります。

　なかなか、市民病院もないというか、

いろいろな形で病院が少ないというとこ

ろでは、ご努力していただきたいという

ことで結構だと思います。

　斎場の問題、先ほど言われてましたよ

うに、設備が地元、１００メートル以外

ということであれば何もないということ

なんでしょうけれども、もうちょっと距

離をあければ人家も当然あの裏の方には

あるわけです。何かやろうとしたときに、

やはり地元の了解を得るということが非

常に大切なのではないかなと思っており

まして、ぜひ、決まってから説明に行く

というのではなくて、やはりこういうこ

とをしていきますという話は、丁寧過ぎ

るということはないと思いますので、しっ

かりとやっていただきたいと思って、こ

れも要望としておきたいと思います。

　介護委託の方があるかどうかだけ、お

聞かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　登阪次長。

○登阪保健福祉部次長　介護保険の制度

に基づきますサービスにつきまして、事

業委託をしているのは、せっつ桜苑だけ

でございます。

○森西正委員長　それでは、嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　２点だけお聞かせい

ただきたいと思います。

　生活保護のことにつきまして、それぞ

れご質問ありまして、答弁をいただきま

した。弘委員の質問に対しまして、東澗

課長から答弁をいただきまして、平成２

１年３月には７８０世帯であったのが、

平成２１年１０月では８１世帯ふえて８

６１世帯になったんだというようなこと

で、非常にふえてるんだなということを、

この数字を見ても感じるわけなんです。

この今の状況を考えて、次年度の予算も

要求していくんだというお話があったん

ですけれども、それはそれで、しっかり

としていただきたいと思うんですけれど

も、やはりこういう状況に対して、どの

ようにして対応していくのか。例えばケー

スワーカーの方、保護を受ける世帯の方

が単純に１割以上ふえてるわけでありま

すので、こういう状況に対してどのよう

に今後取り組んでいくのか、その点につ

いてお聞かせをいただきたいなというふ

うに、１点思います。

　それと、女性特有のがんの検診費の補

助事業でございますけれども、これも午

前中、弘委員から質問がございました。

よくわかっております。理解できました。

ただやはり、この目的ということを考え

ていくと、女性の方にみずからの健康状

態を把握していただくということで、や

はり早期発見につなげていこうというこ

とで、また行政からすると、将来的な医

療費の抑制ということもあるわけなんで

すけれども、そういう目的をもったなら

ば、やはりこの機会を利用して、さまざ

まな、例えば啓発事業であるとかをして

いかなくてはならないと思うんですけれ

ども、その点につきましてもお聞かせい

ただきたいと思います。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　阪口参事。

○阪口保健福祉部参事　嶋野委員がご指

摘のように、がん検診につきましては、

自己の健康状況を把握して早期発見に努

めるというのは、これは国の計画にも書

かれているところで、我々行政として、

地方公共団体として何ができるかと言う
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たときには、やっぱりこの検診が有効な

手段であると、我々認識をしております。

　この啓発に関しましては、今年度、国

のこういう制度設計がなされまして、節

目年齢の方に、健康手帳を添えてクーポ

ン券をお渡しをすることによって、かな

り受診が促進されたというようなことが、

上半期でも検証はされてますので、これ

に関しましては、今年度の効果というよ

うなものも十分踏まえまして、次年度以

降臨んでいきたいなと思っております。

　それと、今年度につきましても、この

年末までに、まだ、残念ながらクーポン

券を送付した方で受診をされていない、

子宮がん検診の方なんですけれども、こ

れにつきましても、再度抽出をいたしま

して、個別の受診勧奨をさせていただき

たいなと思って、今準備をしている最中

でございます。そういった個別の受診勧

奨が、一番受診につながるのではないの

かなと、今回のこの国の制度での取り組

みの結果、我々としては非常に認識を新

たにしていることでございまして、この

辺は次年度以降での取り組みでも反映さ

せていきたいなというふうに考えており

ますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。

○森西正委員長　東澗課長。

○東澗生活支援課長　保護世帯が増加し

ている中、今後の対応についてお答えい

たします。

　生活保護のケースワーカー数につきま

しては、過去、平成１３年、１６年、１

８年、１９年に１名ずつ増員し、現在８

名体制になっています。また平成２１年

度につきましては、女性ケースワーカー

も配置し、現在に至っています。

　保護世帯の増加に伴いケースワーカー

の数もふやさなければ、生活保護行政の

適正執行に支障を来すものと考えており

ますので、今後につきましても検討して

まいります。

○森西正委員長　佐藤部長。

○佐藤保健福祉部長　ただいま生活保護

につきまして、担当課長よりご答弁申し

上げましたが、委員ご質問のように、非

常に近年、受給世帯数がふえてきてると

いうような状況もございます。また、こ

の状況は一時で、例えば経済状況が改善

していくような状況でもないことも事実

でもございます。こういう中で、この生

活保護行政につきましては、ケースワー

カーの配置についての一定の指導基準が

ございますので、この指導基準に照らし

てみたときに、本市は現在既に２名ほど

不足の状況も出てきております。なかな

か年度途中での配置ということは非常に

難しい状況もありますが、新年度に向け

ては、そういう部分の体制整備を、また

人数だけをふやすということではなくて、

やはり適正な、生活保護世帯に対する指

導ができるような人材の配置というよう

なことも含めて、人事の方と協議をして

いきたく考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　まず生活保護のこと

につきまして、これはきょうの新聞であ

りましたけれども、千里丘のコンビニエ

ンスストアに強盗が押し入って、その後、

吹田市の千里丘上のコンビニエンススト

アにも強盗が押し入って、その容疑者が

どうもつかまったようでございます。こ

れはまだ、今後の調査なんだろうなとは

思うんですけれども、どうも生活保護費

を使い切ったということが理由だという

ようなことが新聞でも書かれておりまし

た。このような状況の中で、やはり今現

在の体制の中で、それぞれのケースワー

カーの方が担当されている世帯に、私は
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きめの細かい指導ということができるの

は非常に難しいなというふうに感じてお

りましたので、部長から今ご答弁いただ

きまして、今現在でも基準に照らし合わ

せて２名の不足なんだというようなお話

もございましたし、ぜひこれは次年度、

当局としても予算要求をしていただきた

いなというふうに思いますし、また指導

力の育成ということにつきましても、ぜ

ひいろいろな先進的な事例といったもの

も参考にしていただきながらお願いした

いなというふうに思います。

　それと、女性特有のがんの検診につい

て、受診勧奨していくということで、や

はりそれも非常に重要なことなのかなと

思うんですけれども、それプラス、検診

というのはあくまでも発見なのであって、

予防ということとはまた別のことだと思

うんですね。予防ということを考えた場

合には、やはりそのことに対する啓発も

あわせてしていかなあかんと。私そこま

で詳しくはないんですけれども、経皮毒

というのが非常に注目されているようで

ございまして、要は皮膚を通じて毒性の

物質が体に蓄積されていくと。女性の場

合には、どうもその毒性が子宮にたまっ

ていくというようなことがあるようでご

ざいまして、特に頭皮というのが非常に

吸収する割合が高いというようなことも

わかってきたようでございまして、要は

日ごろ使うシャンプーですよね。どうい

うものを使うのかということも、非常に

今後の健康ということを考える場合には

重要なんだよということが、どうもわかっ

てきたようでございまして、そういった

こともあわせて、その無料クーポンを配

るときに、例えば一緒に入れていくとい

うようなことで、私はそういうことにも

一定の啓発効果があるんじゃないかなと

思っておりますので、さほどお金のかか

ることではないと思いますので、ぜひそ

の点についても、今後、検討をいただけ

ればなというふうに思いますので、要望

としてお願いいたします。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　なければ、以上で質疑

を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１１時３３分　休憩）

（午前１１時３５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第５１号及び議案第５２号の審査

を行います。

　本２件につきましては補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　幾つか、またお聞きし

たいと思います。

　国保の方ですけどれも、基盤安定基金、

軽減の補正で歳入がふえておるわけです

けれども、給付も非常に歳出の方でふえ

てますけども、これが給付の増に関係な

く、今回歳入の方はふえたのかどうか、

ちょっと性質をお聞かせいただきたいと

思います。

　歳出の方は、給付費が非常にふえてお

るわけなんですけれども、この年度末に

かけて、３月末にかけて、どういう見込

みがあるかどうか、お聞かせいただきた

いと思います。

　それから、介護従事者の交付金、これ

は介護保険の軽減につながるのかなとい

うことで、ご説明いただいたんですけど

も、２年限定ということでいくと、２年

後には介護分の保険料が値上げになるの

かというか、そういったことをお聞かせ

いただきたいと思います。

　次に老健の方の、第三者負担でお金が

入ってきているわけですけども、この第
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三者請求の事務委託の性質というか、中

身をお聞かせいただければと思います。

○森西正委員長　堤参事。

○堤保健福祉部参事　それでは、山崎委

員の質問に関しまして、国保特会に係る

３点について、私の方からお答えをさせ

ていただきます。

　まず、基盤安定の負担金の増でござい

ますが、この国民健康保険基盤安定負担

金と申しますのは、低所得者の方の保険

料軽減措置として行われている、いわゆ

る７割、５割、２割の保険料軽減に伴う

保険料減収分につきまして、国府の負担

金を得て、国保特会に繰り入れをしてい

ただいているものでございます。ですの

で、今回の補正につきましては、１０月

に国民健康保険料の軽減措置の額が報告

されまして、決まりましたので、基盤安

定負担金受け入れの額が決まったという

ことで、増額をさせていただいていると

ころでございます。ですから、給付費の

増とは、こちらのほうはリンクをしてお

りませんので、よろしくお願いいたしま

す。

　それから、一般被保険者の療養給付費

及び高額療養費の増額でございます。平

成２１年度の療養給付費につきましては、

３月から７月診療分の集計が１１月に出

ております。予算現額５０億８，７６０

万７，０００円に対しまして、執行額が

約２２億１，０００万円となっておりま

す。この５か月分の集計に対しまして、

改めて１２か月分の見込み額を算定いた

しますと、約５３億円となり、約２億２，

０００万円の不足が生じる見込みとなっ

たため、補正をお願いするものでござい

ます。

　また、高額療養費につきましても同様

に、３月から７月診療分の集計が、予算

現額の４億８，８２３万１，０００円に

対しまして、執行済額が約２億３，００

０万円となっており、この額をもとに見

込み額を算定いたしましたところ、約１

億円の不足が生じることになったもので

ございます。

　増額の内容につきましては、前期高齢

者に係る医療費が、当初の見込みに比べ

まして約８％以上伸びているということ

が主な原因となっております。伸びの原

因としましては、主に単価の増加でござ

います。

　それから、介護従事者処遇改善臨時特

例交付金についてでございますが、この

分につきましては、国民健康保険の保険

者が支出する介護納付金の一部につきま

して、介護従事者の処遇改善に伴う上昇

相当額分を国が負担するというものでご

ざいまして、実務は都道府県の国民健康

保険団体連合会が行っているものでござ

います。

　内容につきましては、先ほどせっつ桜

苑等の方でも質問が出ておりましたとお

り、そういう時限的な事業に使われるも

のであるというふうに聞いております。

　この交付金につきましては、平成２１

年度の料金を据え置いたために生じる赤

字分に充当しておりますので、具体的に

は１２ページの介護納付金の財源をご覧

いただきますと、一般財源が減少してい

るということでございます。

○森西正委員長　寺田参事。

○寺田国保年金課参事　それでは、老人

保健医療特別会計の、第三者行為の求償

事務についてお答えいたします。

　第三者行為の求償事務につきましては、

交通事故の保険会社との請求でございま

すけれども、求償事務につきましては、

大阪府国民健康保険団体連合会に委託し

ております。その内容は、求償額の５．

１％を、大阪府国民健康保険団体連合会
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に委託費として支払うものでございます。

○森西正委員長　山崎委員。

○山崎雅数委員　収入と支出の中身がよ

くわかりました。前期高齢者の伸びが、

団塊の世代が６５歳以上にかかってきた

のかなというところで、総額が大きくなっ

てくるという部分だと思うんですけれど

も、こういった意味で、市民生活をほん

まに国民健康保険が医療の面で支える制

度になってくると思いますので、ぜひと

もここに、市が支えるという姿勢を示し

ていただきたいと思っております。

　介護従事者の分は時限的に、いわば保

険料の値上げおさえていただいたという

部分で、一般財源を入れていただいてい

る。これもそういった相当分を、ぜひ一

般会計からまた継続をしていただいて、

保険料は上げないという形の努力をいた

だきたいなと思っております。

　委託の方はよくわかりました。結構な

金額で、保険からも入ってくることもあ

るのだなと思いました。

　老健の方は非常に小さくなりましたけ

れども、ぜひともこれは、国の後期高齢

者医療の流れによろうかと思うんですけ

れども、また、老健制度そのものは、い

ろいろ問題はあるんでしょうけれども、

老人医療を支える仕組みになってたかと

思いますので、後期高齢者医療保険制度

は、廃止したらまた戻ってくるのかなと

思っております。これについては別にど

うということではないんですが、ぜひ健

全な運営をお願いしたいと思います。要

望で結構です。

○森西正委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑をおわりま

す。

　暫時休憩します。

（午前１１時４４分　休憩）

（午前１１時４６分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第５３号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　弘委員。

○弘豊委員　それでは、介護保険特別会

計の補正予算にかかわってですが、今回

の補正で上がっている部分は、６ページ

の歳入歳出の点で、地域介護・福祉空間

整備交付金と、それから施設開設準備経

費助成特別対策交付金とそれぞれ使って、

小規模多機能居宅介護施設、これを鳥飼

下にできると、そこに交付するというよ

うなことと伺いましたが、この小規模多

機能居宅介護施設は、３年ほど前からそ

れぞれ全国につくっていこうという動き

はあったかと思いますけれども、これま

で摂津市には１か所もできておりません

でした。今回、ここに鳥飼下にできるに

当たって、どういう経緯というか動きな

どあったのか、お聞かせいただけたらと

思います。よろしくお願いします。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　まず、小規模多機

能型居宅介護ということなんですが、こ

れは平成１８年の介護保険法の改正で、

地域密着型のサービスの一つということ

で、新たに設けられたサービスの一つで

ございます。

　内容的には、通いのサービスを中心に、

心身の状態や希望に応じて宿泊・訪問の

サービスを組み合わせて、自宅で継続し

て生活するために必要な支援を行うとい

うものでございます。

　これにつきましては、第４期介護保険

事業計画が今年度から始まったんですが、

その前の第３期の計画、平成１８年度か

ら２０年度までの３期計画の中で、安威

川の以北・以南という二つの圏域を設け
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まして、それぞれ各１か所ずつ整備する

という計画を策定しておりました。事業

をしたいというところの問い合わせ等は、

過去も幾つかあったんですが、他市の整

備の状況等を見まして、摂津市には参入

がなかったというのが実情でございます。

この平成２０年度に、４期の計画を立て

る中で、引き続き安威川以南・以北１か

所ずつという計画を継続しまして、その

中で、平成２０年の１１月に市のホーム

ページ等で、事業を実施する事業者を公

募いたしました。これにつきまして、問

い合わせは数件ございましたが、応募が

あったのが今回整備を行う社会福祉法人

気づき福祉会、この１者のみということ

でございました。

　この気づき福祉会の方から申請のあり

ました事前協議の内容を、平成２０年の

１２月に開催しました摂津市地域密着型

サービス運営委員会で内容を審査しまし

て、設置を認めるということで決定いた

しております。これにつきましては、国

の方の交付金があるということで、こと

しの２月に国の国庫補助の協議を上げて

おりまして、内示を待っておったんです

けれども、通常の年ですと、大体６月ご

ろに内示が下りるというようなスケジュー

ルで聞いておったんですが、今回、国の

緊急雇用対策でありますとか、政権交代

とかの影響があったというふうに聞いて

るんですが、その結果、内示が下りたの

がこの１１月１３日ということで、そう

いうこともございまして、今回の補正予

算に計上させていただいております。そ

ういった経緯でございます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　私も今回、この議案が出て

くるまで、小規模多機能型居宅介護とい

う施設も、余り身近になかったというの

もありますし、どういうことをされてる

のかなというようなことで、いろいろ調

べてみたんですけれども、在宅で通所が

基本で、必要に応じてホームヘルプや、

またショートステイというような利用が

できるというようなことで、そういうニー

ズももちろんあるし、整備していくこと

がいいのだろうなというふうなことで思っ

ているわけですけれども、実際これまで、

なかなか手を挙げる事業所も少なかった

と。今回も、安威川以北・以南というこ

とで計画はしてますけれども、とりあえ

ず１か所目ということで今回やられると

いうことに至っているのかと思います。

　ただ、いろいろ介護事業者の関係者の

方にお話を聞いてみましたら、なかなか

その運営を考えていったときに、在宅の

方ですけれども、要介護の介護度が高い

方が、ここに登録して利用をしていただ

く、そういうふうな状況にならないと、

やはりその事業を回していく、そういう

運営する方にとっては大変リスクが高い、

そういうものなのかというふうにも、資

料を見る中で感じています。実際、ホー

ムページ上とかでいろいろと、もう既に

事業を始めておられる、そういうところ

などの声も見てみましたら、なかなか大

変だと。またそこで働く介護職員の負担

もかなり大きいというふうなことなども

見てるんですけれども、実際この市内に、

こうした新しい形でできるわけですけれ

ども、市が独自で運営補助のようなもの

を検討する必要があるのかどうなのかと

いうようなことが、見る中で感じてるん

ですけれども、その点についてお聞かせ

いただきたいと思います。

　実際この間、こうした新しい動きが出

てきているけれども、なかなかできない

んじゃないのかと二の足を踏んでいる事

業者がほとんどなんではないかというよ

うなこともお聞きしていますもんで、そ
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の点、教えていただきたいと思います。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　小規模多機能の事

業所の運営ということでございますが、

これは介護報酬が月額報酬ということで、

１回通所したから幾らとか、１回訪問し

たから幾らということじゃなくて、登録

者の介護度に応じて、１か月幾らという

報酬の設定になっております。というこ

とで、当初、先行して整備されたところ

によると、大体規模的に２５名登録とい

うのが一定の基準になっておるんですが、

なかなか１０名前後しか利用者が集まら

ないとか、ご指摘のように介護度の低い

方は報酬単価が低いということで、運営

が厳しいというようなところは聞いてお

りました。そういうところで、なかなか

摂津市にも参入がなかったものかと思わ

れます。

　ただ、１点、この平成２１年度の介護

報酬の改定で、単価自体が若干上がった

ということと、一定他市でも定着して、

利用者数、登録者数もふえてますよとい

うようなことを聞いておりますので、以

前よりは、運営はある程度楽になってき

たのではないかなというふうに、私ども

は思っております。今回手を挙げられた

法人さんも、運営は十分できるというよ

うな計画を立てておれるということです

ので、そういうことも踏まえた上で、交

付金の申請をするということでございま

す。

　市独自の運営の補助あるいは市独自に

介護報酬を設定するということも、これ

は地域密着型ですので法的には可能には

なっておりますが、ちょっと資料を持ち

合わせてないですが、地域密着型で独自

の報酬を設定されているのが、全国で十

数市あるようにも伺っておりますが、な

かなか摂津市の現状では、独自の介護報

酬の設定でありますとか補助というのは

難しいというふうに考えております。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　説明を聞かせていただいて、

現状そうなのかなというふうには感じま

した。ただ本当に必要な施設であるので

あれば、なかなかそうしたものが整備さ

れていない状況でありますので、何らか

市のとっていく手だても必要なのかなと

いうふうには感じます。

　あと、この際ですからもう１点、この

小規模多機能居宅介護を地域密着型とい

うことで新しくされるわけですけれども、

従来のデイサービスやショートステイ、

ホームヘルプなど、ほかの事業とかかわっ

ての兼ね合いといいますか、そうしたも

のが１回目の質問の説明の中で、地域密

着型介護施設などの運営協議会ですか、

そういうところでは話もして、これに至っ

ているということでありますけれども、

ほかの事業とのかかわりというか、その

点について、少し補足で教えていただき

たいと思います。

○森西正委員長　山田課長。

○山田介護保険課長　この小規模多機能

型居宅介護の利用ということで登録され

た方については、同様のデイサービスで

あるとかホームヘルプサービス、ショー

トステイについては、他の事業所では利

用できないという仕組みにはなっており

ます。逆に、ほかの事業所のデイサービ

ス等を利用されている方は、この小規模

多機能は利用できないということですね。

それから、小規模多機能型地域密着型で

すので、他市の方の利用もできないと。

一定そういう線引きといいますか、制限

ということではないと思うんですが、そ

ういうような利用形態ということになっ

ております。

　ですので、例えば、この事業所、小規
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模多機能に２５人の方が登録されますと、

他の、例えばデイサービスを利用されて

る方は２５人減るのかなということには

なるとは思うんですが、全体に利用者が

ふえるというようなことも含めまして、

この第４期の計画の中では、その辺は相

殺といいますか、この小規模多機能でふ

えた分はほかで減る、そこに新しい方が

入るというようなふうには見込んではい

ます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　まだ私も、実際のところや

られてる事業の中身も見れてませんし、

また摂津市でも最初の新しい施設という

ことで、これから中身がわかってくるの

かなというふうなことかと思いますけれ

ども、介護保険全般にかかわって、保険

料とそれから受けられるサービス、いろ

いろな多様なニーズがある中で、本当に

地域の中のそういう施設整備に向けて、

また引き続き頑張っていただきたいとい

うことだけ申し上げて、要望とさせてい

ただきます。

○森西正委員長　ほかにはございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑をおわりま

す。

　暫時休憩します。

（午後０時１分　休憩）

（午後１時　　　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第６３号の審査を行います。

　本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　質疑はございませんか。

　弘委員。

○弘豊委員　議案６３号についてですが、

これは摂津市立みきの路の条例の一部改

正ということですが、これも先ほど、補

正予算のところでも若干出ましたが、自

立支援法に伴っての制度移行によるもの

であると認識していますが、来年、年明

けの１月から、移行するというようなこ

とで、この時期に至った経過といいます

か、この制度移行に伴う機能や経緯につ

いて、若干お話が聞けたらと思います。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　施設入所支援の移

行に関しましては、摂津市のみきの路の

場合にございましては、今回移行させて

いただいて、非常に給付費等はふえる場

合が多いんですが、障害福祉計画でも、

計画では、施設入所、平成１９年から２

３年の間に順次移行していくというふう

に思われていましたが、なかなか障害の

方の給付費の制度の方、単価等が、今の

旧法の単価でしたら、Ａ、Ｂ、Ｃの３段

階の単価しかございませんが、新しい自

立支援法の単価は、６段階、１から６に

なっておりまして、実際今回の移行に当

たりましても、今入所されている方、３

０名おられるうち、Ａ区分の方２４名で、

Ｂ区分の方６名という状況が、今回障害

程度区分の方になりますと、区分６の方

が１１名、５の方が８名、４の方が９名、

３の方が２名というふうに、Ａの区分に

判定されている方でも、非常に障害程度

区分に差があるということで、旧法の施

設といたしましては、どの区分に判定さ

れるかによって大きく施設の収入が変わっ

てくるということで、全国的に見まして

も、移行がほとんど進んでいないと。比

較的重度の施設の方で、確実にプラスに

なるというところしか進んでおりません

ので、非常に国としても、移行に関して、

例えば以前の分の９０％は必ず出します

よとか、そういう形をとっているんです

が、現実に至っていないと。そういう状

況を見まして、摂津市としまして、まず

その施設の方の区分を一定判断していこ
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うということで、平成２０年度末、２１

年度前半にかけまして、障害程度区分を

出させていただいて、移行の方も先ほど

ご説明ありました、生活介護と、夜間の

施設入所支援という形でしたらプラスに

なるということが一定、給付費等も今回

上がっておりますので、そういう状況が

平成２１年度はっきりしたなということ

で、移行に踏み切ったというような状況

でございます。

○森西正委員長　弘委員。

○弘豊委員　今ご説明いただきましたよ

うに、これまで５年間の経過措置の中で、

どのように体系を移行していこうか、変

更になるのかというふうなことで、検討

もずっとされてきたことかというふうに

思っています。そういう意味では本当に、

自立支援法もできた当時は本当にいろい

ろな矛盾がある中でやられてきてますし、

今回も給付費のアップというようなこと

に踏み切るきっかけにもなってるのかな

というふうなことを、感想として持ちま

した。

　このみきの路も、とりわけ障害の程度

が比較的重度の方が多く入所されている

というようなことでありますから、引き

続き運営について、市としてもしっかり

見ていくことが必要だというふうに思い

ますし、また今回の条例の改正について

も、条例は改定しますけれども、施設の

通所者の処遇というか、利用の中身につ

いては変わらないというふうな認識でよ

ろしいですね。そのことだけ確認させて

いただいて、質問を終わらせていただき

ます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　それでは、今の議論を

お聞かせていただいて、結局この移行で、

みきの路に入る給付というのは、ふえま

すか減りますか。

○森西正委員長　吉田課長。

○吉田障害福祉課長　ある程度、この試

算としまして、平成２１年の６月、７月、

８月の利用実績を、仮に新体系に移った

場合という形で試算させていただきます

と、現行でしたら一月当たり９７４万円

ほどの収入になるものが、この新体系に

移りますと、同様のサービスを提供して

いって、１，２４４万円という形で給付

費が、利用者の方は入所の方だけではな

くて、通所のサービスもしておりますの

で、そのことの上限とかがございますの

で、一応３か月の平均という形をさせて

いただきましたが、一定障害程度区分が

出た中では試算できるということで、こ

のような形の給付費の増ということが見

込まれるということで、以降の方を検討

させていただきました。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　本保委員。

○本保加津枝委員　ただいまご説明をい

ただきましたけれども、もう少しお聞か

せをいただきたいと思うんです。現場と

か旧法が新法になると、３段階が６段階

に区分されるということで、給付費がふ

えるというふうにご説明をされていたよ

うに思いますけれども、今後３段階の現

状から、６段階に変更、細分化されると

いうことになりました場合は、人数は、

今さっきのご説明では同数ですけれども、

今後この条例改正によって考えられるデ

メリットとかというのは一切ないんでしょ

うか。それとまた給付がふえる以外に、

何かメリットは、これについてはあるん

でしょうか。夜間入所者へのサービス等

のお話がちょっと、議場でも出ておりま

したけど、このへんについてちょっとお

聞かせをいただきたいと思います。

○森西正委員長　吉田課長。
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○吉田障害福祉課長　サービスの状況に

関しましては、新法に移ったということ

で、何か変わるということは全くござい

ません。利用料に関しましても、既に入

所者の方、上限に達しておりますので、

利用料がふえるというわけでもございま

せんし、サービスの内容自体が変わると

いうわけでは一切ございません。この自

立支援法になりまして、５年以内に施設

のサービス、旧法のサービスは移行する

ようにということで、平成２４年の３月

までには必ず何らかのサービスに移行し

ないと、法律的に認められないというこ

とがございましたので、そのタイミング

を計っていたと。このみきの路の場合は

プラスになってございますが、必ずしも

すべての施設がプラスになるというわけ

では、実際ございませんで、多くの旧法

の施設がそのままの現状というのは、な

かなか試算してもプラスにならないと。

実際旧法でＡ判定を向けられている方が、

障害程度区分３という、入所施設として

も一番軽いという判定を受けている例も

ございまして、やはりそこら辺がござい

ますので、たまたまみきの路の入所施設

の方は、比較的重度の方を見ていただい

て、しっかりしていただいていたという

ことで、摂津市といたしましてはプラス

になりましたが、この制度自体として必

ずしもプラスになるというわけではござ

いませんので、大きな課題としてあるの

ではないのかなというふうには思ってお

ります。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　たいへんよくわかり

ました。法制度の改正そのものについて

は、また議論されるということで、今既

に上がっていると思うんですけれども、

今回のこういった形で、本市にとってメ

リットはあってもデメリットが出なかっ

たということは、大変幸運だったという

ことのご説明だったと思います。わかり

ました。

　今後、この自立支援法に伴うさまざま

な改正については、また議論されること

と思います。その中でしっかりと、入所

者が本当に、何か不便があるようなこと

がないように、今後とも、お取り組みを

いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。要望で終わります。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午後１時１２分　休憩）

（午後１時１３分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　議案第５７号の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　水田生活環境部長。

○水田生活環境部長　それでは議案第５

７号、摂津市公の施設における暴力団の

排除に関する条例制定の件につきまして、

補足説明を申し上げます。

　本条例は、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律の趣旨に基づき、

さらに平成６年４月に本市が行いました、

暴力追放都市宣言において目標とした、

「暴力を許さない明るく安心して暮らせ

る都市」の実現を目指し、公共の利益に

反する暴力団による公の施設の使用を制

限し、市民生活の安全安心を確保するこ

とを目的としております。

　従前から市の施設については、設置条

例において、公序良俗に反する場合は、

使用を許可しないものとしておりました

が、近隣都市における事例で、公園の使

用許可後に、被許可者が暴力団と関係す

ることが判明したにもかかわらず、許可
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を取り消したり、開催を中止する根拠と

なる条文がないため、警察の中止勧告が

あったにもかかわらず、公園が使用され

るという事例が発生したことを受け、暴

力団による公の施設の利用を明確に制限

する条例を制定することとしたものであ

ります。

　具体的には、暴力団による資金獲得の

ための各種興行であるとか、いわゆる義

理がけ行事等による威力誇示行為が、公

の施設を利用して行われることを防止す

るものであります。

　以下、条文に沿ってご説明申しあげま

す。

　第１条において、本条例の目的として、

暴力団の利益になる公の施設の利用を制

限することについて記載しております。

　第２条において、用語の定義をいたし

ております。暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律の規定に従い、暴

力団をその団体の構成員、またその下部

組織であります構成団体の構成員を含む

集団的、常習的に、暴力的不法行為を行

うおそれがある団体とし、第２号に、本

条例の適用をされる公の施設を、市立体

育館、文化ホール、葬儀会館など、別表

に掲げる１４条例により設置されている

１３２施設としております。

　なお施設の選定については、事前使用

許可申請を要する施設とし、市民が使用

許可を要さず自由に使用できる施設は除

いております。

　第３条第１項において、暴力団の利用

については許可しないことを、第２項に

おいて、既に施設の使用許可をしている

場合においても、暴力団の利益になると

認められた場合においては、使用許可を

取り消し、また中止をすることができ、

さらに中止等による損害についても市で

負わないことを規定しております。

　第３項においては、指定管理者が管理

する施設においても、同様の措置を可能

とするための規定であります。

　第４条において、暴力団であるかどう

か、利用の制限に該当するかどうかにつ

いて判断するために、警察との協議が行

われるよう規定しております。

　第５条において、この条例の施行に関

し必要な事項の市長等への委任について

定めております。

　附則といたしまして、本条例の施行期

日を平成２２年１月１日と定めておりま

す。

　以上、補足説明とさせていただきます。

○森西正委員長　説明が終わり質疑に入

ります。質疑はございませんか。

　山崎委員。

○山崎雅数委員　１点だけ、ちょっと素

朴な疑問といいますか、条文としてはな

かなかこれ以上のものを望むというのは、

むずかしいかと思うんですけれども、暴

力団、この法とか警察に、それこそ引っ

かからないというか、抜け目のある方も

いらっしゃるのではないかというような

こととか、普通の一般団体というか、普

通の市民を通して、イベント等でそれこ

そ暴力団の利益を図るというようなこと

があっても、なかなかこれでいくと、通

り抜けてしまうのかなと思ったりもする

んですけれども、そういったことに関し

て何かお考えとかありましたら、お聞か

せいただきたいと思うのですが。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　この条例におき

まして、制限をかけている団体というの

は、あくまでも暴力団の利益になるとい

うことでございまして、確かにいろいろ

な方がおられるかと思います。しかしな

がら、やはり個人の権利の制限というの

は、重要な問題を含んでいるのも一方で
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事実でございます。

　我々この条例において、特に第４条に

おきまして、所轄の警察署長の意見を聞

くことができるといたしておりますのは、

これはやはり我々だけではなかなか判断

のしづらい部分もございますので、そう

いったところについては警察とも協議を

させていただきながら決めていくという

ことになろうかと思います。

　ご質問のとおり、なかなかすべてを排

除できるかということは、これは運用者

の問題としても非常に難しいものがござ

いますが、やはり一つは、我々摂津市は

そういう団体に対しては、明確にノーと

言えるということを公表するというか、

宣言するというか、そういったことが大

事なのではないかなと考えて、こういう

条例にしたものでございます。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　弘委員。

○弘豊委員　１点だけ確認というか、教

えていただきたいんですが、きょうの朝

日新聞で、この発端となったといいます

か、今年の８月から９月にかけての茨木

市でのことが記事に載っておりまして、

近隣の市ということで、中身についての

交流というか、参考にしたようなことが

あるのかなというふうなことも思ったり

しているのと、それから、茨木市の方で

は手続き上の問題かと思うんですけれど

も、来年４月１日からこれを施行すると

いうようなことで記事が載っておりまし

て、今回、よいことは早く条例をつくっ

て、施行するに越したことはないと思う

んですけれども、手続き上の違いがある

のかどうかと思って、この点について教

えていただけたらと思いますが。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　これのきっかけ

になりましたのは、ご指摘のとおり、隣

の市での事件でございます。

　付け加えましたら、いわゆる使用許可

をした後で使用停止というか、使用取消

ができる明確な根拠がなかったというこ

とが、大きな欠陥というか、今までの暴

力団対策としては、非常に問題があった

という反省に立ちまして、茨木市も我が

市もこういうのをつくったということで

ございます。

　当然、同時にやりますので、いろいろ

なことを、向こうの今までの経緯も教え

ていただきましたし、条例のあげ方など

も非常に参考にさせていただいている部

分もございます。

　私、茨木市の施行期日が４月１日になっ

ているの、ちょっときょうは読んでおり

ませんで知らなかったんですけれども、

我々としては先ほど委員がおっしゃられ

ましたように、いいことであるし、こう

いう事象があったときについては、素早

く対応するのがよいのではないかという

ことで、急遽、条例案を策定したという

のが実情でございます。ですから、ちょっ

と他市と施行期日が変わっておりますが、

全国的に申しますと、こういう条例をつ

くっておられるところが関東に非常にた

くさんございます。それも参考にし、ま

た近隣の事象も参考にして作成したとい

うことでございます。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　１点だけ、ちょっと

お尋ねをしたいことがあります。別表の

第２条関係の１０番なんですけれども、

摂津市立葬儀会館条例もこれに該当する

中に入れておられると思うんですけれど

も、これ今、先ほどの例に挙がっており

ました、申込者が関係者であったという

ことで、どのような中身であったのかと

いうことにもよると思うんですけれども、

葬儀の場合ですといろいろな方がいらっ
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しゃると思いますので、こういった場合、

どこまで適用していかれるのかというこ

とが、少し難しい問題ではないかなと思

いましたので、お考えをお聞かせいただ

ければと思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　ご指摘のとおり

かと思います。非常にいろいろな方がお

られますし、まして葬儀ということにな

りましたら、すべての方にかかわる問題

であるかと思います。

　この条例の制定目的が、あくまでも暴

力団の利益になるということであります

ので、例えば暴力団員であったとしても、

これはお亡くなりになったときに、そう

いうことはさせないということではなし

に、葬儀を行う形が、例えば組葬であっ

たりとか、大々的に、一見してわかるよ

うな形で威圧的な態度をとられたような

形で葬儀をやられるとか、こういうこと

については取消をさせていただきますよ、

使っていただいたら困りますということ

で、家族の方が死を悲しんで、それを粛々

とされる葬儀まで、我々が制限しようと

いうものではございませんので、先ほど

山崎委員の質問にもございましたけど、

個人の権利については、あくまでも尊重

します。ただし、社会的にそういう、対

外的に威圧的なことをされるような使用

方法については、これはお断りをします

と。この一線は明確にしておきたいと考

えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　基本的には、厳粛な

ことですので、粛々と行うということが

基本であり、一般常識であると思います。

ただ、その現場がそれに反するような状

況になったときは、既にもう始まってい

るときですとか、状況的に思いもかけな

いような形になってしまっているという

ような状況の中では、制止というのはな

かなか難しいと思うんですけれども、こ

の場合、この条例の中にありますのは、

警察署との相談も含めてというふうに載っ

ておりますけれども、経過段階でそういっ

たことも非常に難しいかと思うんです。

一般の場合の使用場所でしたら、公共施

設も使用中止ということで、警察の協力

も得てということも考えられると思うん

ですけれども、葬儀の場合は、やっぱり

先ほども申しましたように、厳粛な状況

の中ですので、そこをどう判断していく

かということは、非常に難しい問題では

ないかなというふうに考えましたので、

この中に並べて、同じ条件のもとに、摂

津市立葬儀会館条例も含まれているとい

うことに、ちょっと違和感を感じるんで

すけれども、その辺はどのようにお考え

でしょうか。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　確かに、ちょっ

と色合いが違う条例によっている施設な

のかなと、我々も思います。

　今回、例えば図書館でありますとか、

温水プールなどの条例は、逆に入れてお

りません。これはなぜかといいましたら、

使用申請に基づく使用許可をしている施

設ということにしております。そういう

網のかけ方をいたしましたので、今回の

この１４条例に基づく１３２の施設とい

うことになったかと思います。

　確かに、そういう葬儀という場面にお

いて、いきなり中止をしなさいというの

は非常に難しいというのは、委員ご指摘

のとおりかと思います。ただ、警察等の

お話を聞いておりますと、やはりこうい

う動きになるときは、事前に一定の動き

を警察の方である程度の察知はされるよ

うでございますので、そういった意見を

聞きながらやっていく。ただ、個人の方
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が申し込みに来られて、いきなり「あな

た暴力団員ですか。」とはとても聞ける

ものではありませんので、こういったこ

とは難しいのかなと思います。ただし、

そういう動き等は警察との協力の中で察

知した上でやっていくということになり

ますし、それで事前にできるだけ防ぐと

いうことになるのかなと。この条例があ

るから、すべてこれで使用制限の網を漏

らさずできるかと言ったら、なかなか難

しいんですけども、各施設については、

そういう心構えを持って、公の施設であ

るということの意義を十分担当者が考え

ていただいた上で対応していただくとい

うことになろうかと考えております。

○森西正委員長　本保委員。

○本保加津枝委員　一応議論はされてい

るということで理解をいたしましたけれ

ども、今後につきましても、公共施設と

いいましても、さまざまな形態ですとか

利用状況ですとか、使用目的がかなり大

きく幅があるものだと思っておりますの

で、こういった形で条例を制定される場

合は別項目にするとか、今後こういった、

人として微妙な感情の伴うような項目に

つきましては、お葬儀というのは特別な

ものであるというふうに、やっぱりだれ

しもが理解していると思いますので、こ

ういった項目については別項目で検討す

るとか、別にさらに附記をつけて、条例

の中におさめていただくように、できれ

ばご検討いただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。

○森西正委員長　ほかにございますか。

　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　少しお聞かせをいた

だきたいと思います。

　茨木市の事例といったものを受けて、

迅速に対応されたということで、そのこ

と自体は大変高く評価できるものじゃな

いかなと、私もこのように感じているん

です。その一方で、次長もおっしゃって

おられましたけれども、市民の利用を制

限するということにも慎重にならないか

んということで、いろいろと工夫をされ

ておられるのかなと思うんですけれども、

山崎委員がおっしゃっておられたように、

そうしたらどれだけ、これで効果的なも

のになっていくのかと考えると、私はも

うちょっと、いろいろと工夫ができたん

じゃないのかなというふうに思うわけで

あります。

　先ほども申しましたけれども、市民の

利用制限には慎重であるべきだというよ

うな観点から、所管の警察署長の意見を

聞くものとするとか、聞くことができる

というような文言があるのかなと思うん

ですけれども、例えばこれ、暴力団の後

に、暴力団及びそれに準ずるとかいうよ

うな表現があって、なおかつこれは警察

に聞くというのは努力規定になっている

わけでありますけれども、これを義務規

定にするということによって、一定その

整合性は図れるんじゃないのかなという

ふうに感じましたので、その点いろいろ

と考慮されたのかなと思いますけれども、

お聞かせいただきたいと思います。

○森西正委員長　杉本次長。

○杉本生活環境部次長　一方で厳しく取

り締まらないといけない、こういうもの

に対しては、確かに準じられる方、準構

成員であるとか、いろいろな言い方があ

るようですけれども、そういったものに

ついても使用の禁止なり、利用の制限を

加えていけないのかというのは、確かに

内部の議論でもございました。ただ一方

で、一番初めに申しましたように、どこ

までという論議が、常にこういう問題に

はついて回りますし、その中で、やはり

暴力団対策法等の文言等を見ておりまし
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て、なおかつさまざまな他市の条例制定

の事例を見ておりましても、やはりその

施設が暴力団の利益につながるような利

用の仕方というくくり方をしてるところ

が、非常に多うございます。一方で各市

の議会等での議論等も見ておりますけど

も、そういう厳しい制限を加える方が、

もっといいのではないかという論がたく

さんあるようでございます。各市ともに、

先ほどからお話をしております個人の権

限、権利をどこまで制限するのがいいの

かという、やっぱり根本的な問題を含ん

でおりますので、今は、こういう明らか

に暴力団の利益になるということをもっ

て、制限を加えていくと。ただ、当然こ

の条例も今回上程させていただいて、初

めてのことでございますから、今後そう

いう他市の事例であるとか、警察の考え

方であるとかいうものを研究しておいて、

今後またその改善をしていくということ

は必要なのではないかなと思います。た

だ、今の時点では、やはり暴力団の利益

になるということを前提にした上での条

例制定というふうに考えておりますので、

よろしくご理解いただけたらと思います。

○森西正委員長　嶋野委員。

○嶋野浩一朗委員　趣旨もよく私も理解

をしているつもりであります。

　やはり、その利用制限ということが広

がっていかないようにということで、慎

重にしていかなあかんということも、よ

くわかっております。単純に思うんです

けども、例えば破壊活動防止法で規定さ

れておる団体であればどうなのかなと考

えると、暴力団と指定をしているがため

にできないというようなことにもなりか

ねないのかなというふうに思うわけです

ね。やはりそのときそのときで、実際に

運用してみなくてはわかりませんけれど

も、ぜひこれは柔軟に対応していただい

て、本当に実効性のある条例として、や

はりこれからもしっかりと取り組んでい

ただきますように、お願いをしたいと思

います。

○森西正委員長　ほかにございますか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　以上で質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午後１時３３分　休憩）

（午後１時３５分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○森西正委員長　討論なしと認め、採決

します。

　議案第４９号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５１号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第５３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。
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　議案第５７号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　議案第６３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○森西正委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

いたしました。

　以上で本委員会を閉会いたします。

（午後１時３６分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り、署名する。

　民生常任委員長　森　西　　　正

　民生常任委員　　山　崎　雅　数
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